
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

告　
　

示

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
税　

務　

課
）　

一

○
有
害
興
行
の
指
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
県
民
生
活
総
室
）　

一

○
特
定
養
殖
共
済
義
務
加
入
に
係
る
契
約
締
結
申
込
み
の
同
意
成
立
の
届
出　
　

（
漁　

政　

課
）　

二

○
道
路
の
区
域
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
維
持
課
）　

二

○
道
路
の
供
用
開
始　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

二

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

二

○
プ
レ
ハ
ブ
及
び
発
掘
調
査
機
材
の
リ
ー
ス
契
約
に
係
る
指
名
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
審
査
要
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
文　

化　

課
）　

三

　
　

公　
　

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
県
民
生
活
総
室
）　

七

○
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
都
市
計
画
課
）　

七

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
建　

築　

課
）　

八

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
氏
名
及
び
住
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
都
市
計
画
課
）　

八

○
土
地
改
良
事
業
施
行
の
同
意　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
農
村
計
画
課
）　

八

○
土
地
改
良
事
業
施
行
の
認
可　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

八

○
換
地
処
分　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
農
地
建
設
課
）　

八

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
届
出　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
商
工
政
策
課
）　

八

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

九

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）
一
〇

　
　

登　

載　

依　

頼

○
土
地
収
用
法
に
基
づ
く
公
示
送
達　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
収
用
委
員
会
）
一
〇

○
土
地
収
用
法
に
基
づ
く
裁
決
手
続
開
始
決
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
収
用
委
員
会
）
一
一

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）
一
一

熊
本
県
告
示
第
七
百
六
十
九
号

　

地
方
税
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
百
条
の
六
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

軽
油
引
取
税
の
特
約
業
者
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
告
示
第
七
百
七
十
号

　

熊
本
県
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
熊
本
県
条
例
第
三
十
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
少
年
に
有
害
な
興
行
と
し
て
、
平
成
十
三
年
九
月
二
十
六
日
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子
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目　
　

次 

告　
　
　
　

示

名　
　
　
　

称

信
和
石
油
株
式
会
社

代
表
者

岩
永
良
成

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地

阿
蘇
郡
阿
蘇
町
西
町
九
〇
七｜

一

指
定
取
消
年
月
日

平
成
十
三
年
八
月
一
日

種　
　

別

　

有
害
指
定

映
画

題　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名

　

異
常
下
半
身　

ま
た
が
る
快
感
（
新
日
本
映
像
）

　

い
ん
ら
ん
母
娘　

ナ
マ
で
愛
し
て
（
新
東
宝
映
画
）

　

い
ん
ら
ん
民
宿　

激
し
す
ぎ
る
夜
（
オ
ー
ピ
ー
映

画
）

　

若
奥
様　

大
股
び
ら
き
（
新
日
本
映
像
）

　

や
り
ん
こ
チ
エ　

い
ち
じ
く
診
察
台
（
に
っ
か
つ
）

　

ど
す
け
べ
家
族　

性
欲
ま
み
れ
（
新
東
宝
映
画
）

　

景
子
の
お
便
所
（
新
日
本
映
像
）

　

人
妻
浮
気
調
査　

主
人
で
は
満
足
で
き
な
い
（
新
東

宝
映
画
）

指　
　

定　
　

理　
　

由

　

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激

し
、
少
年
の
健
全
な
育
成
を

阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。



熊
本
県
告
示
第
七
百
七
十
一
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
二
十
五
条
の
八
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
り
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
告
示
第
七
百
七
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
三
年
十
月
五
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
区
域
変
更
す
る
区
間
等

二　

区
域
変
更
す
る
期
日　

平
成
十
三
年
十
月
五
日

熊
本
県
告
示
第
七
百
七
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
三
年
十
月
五
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
供
用
開
始
す
る
区
間
等

二　

供
用
開
始
す
る
期
日　

平
成
十
三
年
十
月
五
日

熊
本
県
告
示
第
七
百
七
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
三
年
十
月
五
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い
て
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誘
惑
美
容
師　

ビ
ー
ナ
ス
の
縮
れ
毛
（
オ
ー
ピ
ー
映

画
）

　

人
妻
淫
乱
調
教　

｜

い
た
ぶ
る
刺
激｜

（
新
日
本
映

像
）

　

現
役
女
性
記
者　

淫
ら
な
体
験
レ
ポ
ー
ト
（
オ
ー
ピ

ー
映
画
）

義
務
加
入
が
成
立
し
た
加
入
区
の
名
称

有
明
海
の
り
特
定
第
一
号

有
明
海
の
り
特
定
第
三
号

有
明
海
の
り
特
定
第
四
号

有
明
海
の
り
特
定
第
八
号

有
明
海
の
り
特
定
第
九
号

漁　
　

業　
　

の　
　

区　
　

分

の
り
養
殖
業
（
網
ひ
び
又
は
す
だ
れ
ひ
び
を
使
用
し
て

行
う
も
の
に
限
る
。
）

道
路の種

類
一
般

県
道

路

線

名

水

俣

出

水

線

区

域

変

更

す

る

区

間

水
俣
市
長
崎
字
河
端

　
　
　
　
　
　
　

七
八
六
番
二
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　

同　
　

字

　
　
　
　
　
　
　

七
八
三
番
一
地
先
ま
で

後前前後

幅　
　

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

四
・
五

　
　

〜

　

一
〇
・
二

二
五
・
二

　
　

〜

　

四
〇
・
四

延　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

一
四
四
・
八

一
四
〇
・
〇

備

考

緊
道
整

道
路
の
種
類

主
要
地
方
道

路

線

名

熊

本

大

津

線

供

用

開

始

す

る

区

間

熊
本
市
飛
田
四
丁
目

　
　
　
　
　
　

一
六
四
番
四
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　

　
　
　
　
　
　

一
三
九
番
六
地
先
ま
で

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

一
九
二
・
八

備　
　

考

交

安

施



一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
供
用
開
始
す
る
区
間
等

二　

供
用
開
始
す
る
期
日　

平
成
十
三
年
十
月
五
日

熊
本
県
告
示
第
七
百
七
十
五
号

　

プ
レ
ハ
ブ
及
び
発
掘
調
査
機
材
の
リ
ー
ス
契
約
に
係
る
指
名
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
審
査
要
領
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
要
領
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
十

　

一
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
が
発
注
す
る
プ
レ
ハ
ブ
及
び
発
掘
調
査
機
材
の
リ
ー
ス
契
約
（
以
下

　

「
リ
ー
ス
物
件
」
と
い
う
。
）
の
た
め
行
う
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
必
要
な
資
格
、
資
格
審

　

査
の
申
請
及
び
方
法
等
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
二
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。　

　

一　

当
該
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
及
び
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者

　

二　

資
格
審
査
の
申
請
書
を
提
出
す
る
と
き
ま
で
に
県
税
を
完
納
し
て
い
な
い
者

　

三　

資
格
審
査
の
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
故
意
に
虚
偽
の
事
実
を
記
載
し
た
者

　

四　

営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
者

　

五　

原
則
と
し
て
、
同
種
の
営
業
を
引
き
続
き
一
年
以
上
営
ん
で
い
な
い
者

　

（
指
名
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
）

第
三
条　

県
が
発
注
す
る
リ
ー
ス
物
件
の
た
め
行
う
指
名
競
争
入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
審
査
の
結
果

　

資
格
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
と
し
、
次
条
に
定
め
る
資
格
審
査
項
目
に
つ
い
て
審
査
の
う
え
、
決
定

　

す
る
。

　

（
資
格
審
査
の
項
目
）

第
四
条　

資
格
審
査
の
項
目
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

直
近
の
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
に
お
け
る
資
産
の
金
額
が
負
債
の
金
額
よ
り
大
き
い
。

　

二　

直
近
の
２
事
業
年
度
連
続
で
損
益
計
算
書
に
お
け
る
損
失
額
が
利
益
額
よ
り
大
き
く
な
い
。

　

（
資
格
審
査
申
請
書
の
提
出
時
期
等
）

第
五
条　

県
が
発
注
す
る
リ
ー
ス
物
件
の
た
め
行
う
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
の
審
査
を
受
け
よ

　

う
と
す
る
者
は
、
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
別
記
第
一
号
様
式
。
以
下
「
資
格
審
査
申

　

請
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
も
の
と
し
、
提
出
期
間
は
、
平
成
十
三
年
十
月
五
日
か
ら
平
成
十
三

　

年
十
月
二
十
四
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
受
付
期
間
の
終
了
後
も
随
時
受
け
付
け
る
。

２　

前
項
の
資
格
審
査
申
請
書
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
熊
本
県
教
育
庁
文
化
課
へ
提
出
す
る
も
の
と
す

　

る
。

　

一　

定
款
の
写
し

　

二　

商
業
登
記
簿
謄
本
（
個
人
に
あ
っ
て
は
、
身
元
証
明
書
及
び
営
業
証
明
書
）

　

三　

審
査
基
準
日
直
近
の
事
業
年
度
の
決
算
に
お
け
る
財
務
諸
表

　

四　

営
業
経
歴
書

　

五　

印
鑑
証
明
書

　

六　

最
近
一
年
間
の
県
税
に
係
る
納
税
証
明
書

　

七　

支
店
長
そ
の
他
の
者
に
入
札
の
参
加
、
契
約
の
締
結
、
代
金
の
請
求
及
び
受
領
等
の
権
限
を
委
任 

　
　

す
る
場
合
に
は
、
委
任
状

　

（
資
格
審
査
結
果
の
通
知
）

第
六
条　

資
格
審
査
の
結
果
は
、
資
格
審
査
結
果
通
知
書
（
別
記
第
二
号
様
式
）
に
よ
り
当
該
申
告
者
に

　

通
知
す
る
。

　

（
参
加
資
格
の
有
効
期
間
）

第
七
条　

指
名
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
資
格
審
査
の
結
果
を
通
知

　

し
た
日
か
ら
当
該
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
翌
翌
年
度
の
十
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

　

（
資
格
審
査
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
届
）

第
八
条　

資
格
審
査
申
請
書
を
提
出
し
た
者
は
、次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、　

　

直
ち
に
資
格
審
査
申
請
書
記
載
事
項
変
更
届
（
別
記
第
三
号
様
式
）
に
よ
っ
て
、
届
け
出
な
け
れ
ば
な

　

ら
な
い
。

　

一　

商
号
又
は
名
称

　

二　

本
店
、
支
店
、
営
業
所
等
の
所
在
地
及
び
電
話
番
号

　

三　

法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
及
び
そ
の
委
任
を
受
け
た
者

　

四　

印
鑑
証
明
を
受
け
た
印
鑑
及
び
使
用
印
鑑

　

（
資
格
の
取
消
し
）
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道
路
の
種
類

一
般
県
道

路

線

名

山

西

大

津

線

供

用

開

始

す

る

区

間

阿
蘇
郡
西
原
村
大
字
鳥
子
字
馬
場

　
　
　
　
　
　

九
五
九
番
四
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　
　
　
　

字
前
田

　
　
　
　
　
　
　

二
三
番
一
地
先
ま
で

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

二
四
〇
・
〇

備　
　

考

単

道

改



第
九
条　

指
名
競
争
入
札
の
参
加
資
格
を
有
す
る
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は

　

当
該
資
格
を
取
り
消
し
、そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
間
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
者
を
代
理
人
、支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者
に
つ
い
て
も
、　

　

ま
た
同
様
と
す
る
。

　

一　

契
約
の
履
行
に
当
た
り
、
故
意
に
リ
ー
ス
物
件
の
品
質
又
は
数
量
に
関
し
て
不
正
の
行
為
を
し
た

　
　

者

　

二　

指
名
競
争
入
札
に
お
い
て
、そ
の
公
正
な
執
行
を
妨
げ
た
者
又
は
公
正
な
価
格
の
成
立
を
害
し
、　

　
　

若
し
く
は
不
正
の
利
益
を
得
る
た
め
に
連
合
し
た
者

　

三　

落
札
者
が
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
又
は
契
約
者
が
契
約
を
履
行
す
る
こ
と
を
妨
げ
た
者

　

四　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

　
　

る
監
督
又
は
検
査
の
実
施
に
当
た
り
職
員
の
職
務
の
執
行
を
妨
げ
た
者

　

五　

正
当
な
理
由
が
な
く
て
契
約
を
履
行
し
な
か
っ
た
者

　

六　

前
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経
過
し
な
い
者
を
契
約
の
履
行
に
当

　
　

た
り
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て
使
用
し
た
者

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
要
領
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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